
重要電源開発地点の指定について考える（2019.1．15） 

上関原発計画の根っこを見る会	 上里恵子 
１． 重要電源開発地点の指定のことは、すでに「公有水面埋立免許願書」にも出ていた。 

 
公有水面埋立免許願書―埋立必要理由書５ページより 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （2008年 6月 17日） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．【埋立許可の理由】―《県知事記者会見》より	 	 	 	 	 	 	 	 （2008年 10月 6日） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

䣓
公
有
水
面
埋
立
免
許
願
書
に
䣓
埋
立
理
由
䣔
と
し
て
既
に
使

わ
れ
て
い
た
䣎 

䣓
埋
立
許
可
理
由
䣔
は
䣓
国
の
電
源
開
発
基
本
計
画
組
み
入
れ
䣔

で
土
地
利
用
計
画
が
確
定
し
て
い
る
た
め
と
し
て
い
る
䣎 



３．２０１６年８月３日に「公有水面埋立竣工期間伸長」の許可の根拠は何であったか。 
 
県と中電の間で 7回の遣り取りがあった。その内、2012年 10月から 2013年 1月 30日ま
で、4回の補足説明を求める中では、毎回次のような質問をしている。 
「現在においても原子力発電用地としての土地需要があることが明確であり、かつ、今後も引

き続き原子力発電所用地としての土地需要があることが明確であるということを説明された

い。」（第 1回の例） 
 
県は、埋め立てた土地の需要があるかと聞いている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そして、中国電力は、国（資源エネルギー庁）に問合せをし、国から回答を得る。 
次ページのような書類の遣り取りとなっている。 
 
 
 
 
 

 

2013年 3月 19日県から中電に補足説明を求めた 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
このような中国電力⇔国の遣り取りが上記を含め３回行われる 
２０１４年３月２８日問合せ⇒３月３１日国からの回答 
２０１５年５月８日問合せ⇒５月１１日国からの回答 
 
 
４．土地需要を考えて行く上で、なぜ、【重要電源開発地点の指定】について考える必要があ 
るのか。次の条文に縛られた【指定内容】になっているためである。 

 
 
 
 
 
	 	 さらに、埋立を免許した理由「国の電源開発基本計画に組み入れ」とも関わりがある。 
 
 
 
 
 
 

平成十三年に電源開発基本計画に組み入れられたれた「上関原発計画」は「重要電源開発地点」とし

て指定することが出来る。この決まりを当てはめられたことにより、県議会にも町議会にも計られる

こと無く、指定を受けてしまっているのである。 



 
５、民主党政権下で「新増設は行わない」との方針が出されたはず。このことはどのように 
意味付けされてきたのだろうか。 

 
 
 
 
 
 
 

中国電力より山口県への回答 2013年 1月 25日回答分より 
同様の回答は	 	 	 	 	 	 	 2012年 11月 13日回答分 

2012年 12月 21日回答分 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 にも見られる。	 	 	 	 	 12月末民主党政権は終わる。 
 
【国からは指導を頂かなかった】とはどういう意味かを、次の告示第三十一号から読み取る 
ことが出来る 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
閣議了解を「現実のものとする手続き」が必要であったのだと思われる。 
国の電源開発基本計画を規定した電源開発促進法が廃止された後のことは、【別紙】に。 



ちなみに山口県⇔中国電力の遣り取りは次のように行なわれている。 
	 黒塗りが取れた	 《県⇔中国電力》	 間の遣り取り７回 
１回目	 2012年 10月 23日	 ⇔	 2012年 11月 13日	 	 	 	 	 伸長申請は 10月 5日 
２回目	 2012年 11月 22日	 ⇔	 2012年 12月 21日 
３回目	 2013年 1月  4日	 ⇔	 2013年  1月 25日 
４回目	 2013年 1月 30日	 ⇔	 2013年  2月 22日 
５回目	 2013年 3月 19日	 ⇔	 2014年  4月 11日 
６回目	 2014年 5月 14日	 ⇔	 2015年  5月 15日 
７回目	 2015年 6月 22日	 ⇔	 2016年  6月 22日	 	 	 	 	 伸長許可は 8月 3日 
 

 

 
 

2013年 6月 11日：住民監査請求 
2013年 8月 2日：監査請求に対し回答 
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 【別紙】 
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【別紙】官報告示第 32号 

 
 
 
 
 


